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全体 

□ 賃貸不動産経営管理士は、賃貸管理の専門家です。そのため、管理の対象

となる賃貸借について知ることが必要です。そこで、ここでは、賃貸借契約

を理解するために、まず、契約一般について説明し、その後、賃貸借契約に

ついて説明します。また、賃貸管理は、賃貸人から、管理業務の委託を受け

ることによって行う場合があり、その際、賃貸人との間で委任契約を締結す

るのが通常です。そこで、委任契約についても説明します。 

個別 

□ 契約は、原則として申込みと承諾の意思表示の合致によって成立します。

そして、契約が成立すると、契約をした当事者に権利や義務が発生すること

になります。 

□ 賃貸借契約は、賃貸不動産経営管理士試験において、多く出題される箇所

となります。ここでは、入門として、賃貸借契約が成立した場合の賃貸人と

賃借人の権利義務、契約期間が終了した場合の更新などを理解しておきまし

ょう。また、サブリース方式によって賃貸管理を行う場合、建物の賃貸借及

び転貸借を行うので、その法律関係を理解しておきましょう。 

□ 委任契約は、管理受託方式によって賃貸管理を行う場合に、通常締結する

契約です。委任者及び受任者の義務を整理しましょう。 

 

  

第        章 賃貸不動産経営管理士 
11  賃賃貸貸借借関関係係  
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一 契約 

 

１ 契約を結ぶとどのような効果が生じるのか？ 

【Case1】 

お客Ａが、本屋Ｂで 2,000 円の本を買った。 

 

 

 

この場合、Ａは、Ｂに対し、本を引き渡すよう要求することができ、Ｂは、これに応じ

て、本を引き渡さなければなりません。また、Ｂは、Ａに対し、本の代金 2,000 円を支払

うよう要求することができ、Ａは、これに対し、本の代金 2,000 円を支払わなければなり

ません。 

民法では、このような関係を、権利義務によって説明します。 

上のＡとＢの関係は、次のように説明します。 

 

・ Ａは、Ｂに対し、本を引き渡すよう請求する権利を有します。 

・ Ｂは、Ａに対し、代金 2,000 円を支払うよう請求する権利を有します。 

 

Ａ及びＢは、それぞれ相手方に対して、一定の行為を請求する権利を有します。このよ

うな、特定の人に対し、一定の行為を請求する権利を債権といい、債権を有する者を債権

者といいます。 

 

また、上のＡとＢの関係は、次のように説明することもできます。 

 

・ Ｂは、Ａに対し、本を引き渡す義務を負います。 

・ Ａは、Ｂに対し、代金 2,000 円を支払う義務を負います。 

 

Ａ及びＢは、それぞれ相手方に対して、一定の行為をしなければならない義務を負いま

す。このような、特定の人に対し、一定の行為をしなければならない義務を債務といい、

債務を負う者を債務者といいます。 

 

  

本の引渡し

代金２,０００円の支払い



複写・頒布を禁じます。                        ＬＥＣ東京リーガルマインド 

 

 3

２ 契約の成立 

Ａ及びＢが上記の権利を有し、義務を負ったのは、ＡＢ間で売買契約を締結したからで

す。つまり、Ａは「Ｂからこの本を 2,000 円で買いたい」と望み、Ｂは「Ａにこの本を 2,000

円で売りたい」と望んだからです。民法では、個人の自由な活動を保障することを目的と

していることから、人が権利を有し、義務を負うのは、原則として、それを自ら望んだと

きだけであるとしました。 

この考え方によると、契約は、原則として、当事者相互の「意思表示の合致」により成

立します。上の例の場合、本について「売ります」「買います」という当事者の申込みと承

諾の意思表示が合致すれば売買契約が成立します。 
 

【キーワード】「要件・効果」･･･法律は、所定の条件をみたすと、定められた結果が生じるという形

で定められていることが多く、上記の例の場合、「意思表示が合致する」という条件をみたすと、「契

約が成立し、債権・債務が発生する」という結果が生じるといえます。この条件のことを「要件」

といい、要件をみたしたことにより生じる結果を「効果」といいます。 

 

 

二 賃貸借契約 

ここでは、賃貸不動産経営管理士試験にて、よく出題される賃貸借契約について、少し詳

しく解説します。 

 

１ 賃貸借契約の成立 

賃貸借契約とは、ある人（賃貸人）が、ある人（賃借人）に、ある物を使用・収益させ、

それに対して賃借人が賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返

還することを約束する契約をいいます〈民法 601 条〉。 

 

 

 

  

目的物の使用収益請求権

目的物の返還請求権

契約
終了

賃料請求権

賃貸人 賃借人
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２ 賃借人の義務 

(1) 賃料支払義務 

賃借人は賃貸人に賃料を支払う義務を負います。 

建物の賃料は、原則として毎月末日に支払わなければならないとされており、後払い

が原則です〈民法 614 条〉。翌月分の賃料を当月末日までに支払ってもらう場合、賃借人

との間で合意する必要があります。 

 

(2) 善管注意義務 

債権の目的が特定物の引渡しである場合、債務者は、その引渡しをするまで善良な管

理者の注意をもって、その物を保管しなければなりません〈善管注意義務 民法 400 条〉。

賃借人は、賃貸借契約終了後、賃貸借の目的物を返還しなければならない義務を負って

おり〈民法 601 条〉、この返還義務も特定物の引渡債務にあたるため、賃借人は目的物の

保管義務を負うことになります。 

 

(3) 用法遵守義務 

賃借人は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、目的物を使用し

なければなりません〈民法 616 条、594 条 1 項〉。 

 

(4) 目的物返還義務 

賃借人は、引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還しなければなりません〈民

法 601 条〉。 

 

(5) 原状回復義務 

契約が終了すると、賃借人は賃借物を賃貸人に返還しなければなりません。賃借物に、

賃借人によって生じた損傷がある場合は、賃借人は、賃借物を原状に復して返還する義

務を負います。 

ただし、その損傷が、通常の使用・収益によって生じた損耗や賃借物の経年変化によ

る場合や、損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものである場合は、

その損傷は、原状回復の必要はありません〈民法 621 条〉。 
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(6) 賃借権の譲渡・転貸とは 

賃借権の譲渡とは、賃借人が、第三者に対して、賃借人の地位を移転することをいい

ます。転貸とは、賃借人が賃借物をさらに賃貸することをいいます。 

 

【賃借権の譲渡】 【転貸】 

 

賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸す

ることができません〈民法 612 条 1 項〉。賃借人がこれに違反して第三者に賃借物の使用又

は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができます〈民法 612 条 2 項〉。 

承諾を得て賃借権を譲渡した場合、賃貸人は、賃借権の譲受人に対して、賃貸物を使

用収益させ、賃借権の譲受人が賃貸人に対して賃料を支払います。 

承諾を得て転貸した場合、賃借人は、賃貸人から賃借した物を転借人に使用収益させ

る義務を負い、転借人は、賃借人に対して、賃料を支払う義務を負います。賃貸人と賃

借人との間の賃貸借は転貸があったとしても存続します。 

  

賃貸人
譲渡人
(旧賃借人)

契約は終了

譲受人
(新賃借人)

賃借権の譲渡

賃
貸
借

賃貸人 賃借人

賃貸借

転貸借
転貸人 転借人


